
令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）事業 

趣  旨 

子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金・追加給付金）事業

を児童手当の仕組みを用いてプッシュ型で給付を行ったため

に、基準日より後の離婚等によって新たに対象児童の養育者

になっているにもかかわらず給付金を受け取れなかった方に

対し、子育てを支援するために、給付金を支給するもの。 

支給対象者 

子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金・追加給付金）の受

給者の配偶者であった方のうち離婚等をした方及びその他こ

れらに準ずる方のうち次のいずれかに該当する方。 

・令和３年９月分の児童手当受給者でなかったものの、令和

４年３月分の児童手当受給者になっている方。 

・令和３年９月 30 日において高校生等を養育していなかった

ものの、令和４年２月 28 日時点において高校生等を養育し

ている方。 

ただし、給付金を受給した前養育者から給付相当額を受け取

っている場合、前養育者が対象児童のために給付相当額を費

消している場合を除く。 

支給対象者数 

（見込み） 
６０人 

対 象 児 童 

① 令和４年３月分の児童手当（本則給付）の支給対象児童 

② 令和４年２月 28 日時点において支給対象者に養育される

高校生等 

対象児童数 

（見込み） 
１００人 

給 付 額 

児童一人当たり１００，０００円（前養育者に支給された給

付金の一部を受け取っているか費消されている場合は、その

金額を控除する。） 

予  算 １１，６７０千円（全額国庫負担１０/１０） 

支給について 

支給を受けるには申請が必要で、申請時に居住している市区

町村が申請先。本市では、３月１日から申請受付を開始し、申

請受付後審査を行い指定口座へ振込。申請期限は４月 30 日。 
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そ の 他 コールセンターを設置し運用中 

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ 日 
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子ども家庭部子育て推進課 



 


